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発 言 通 告 書 

【件名及び発言の要旨】 

１ ＳＯＧＩに関するさまざまな課題を積極的に解決するために計

画的かつ総合的な取り組みを行う必要性について 

(1) 明確な立法事実の存在に対する市長の認識について 

ア いわゆる性的マイノリティとされる当事者の声に加え、2016

年度実施の市民らへのアンケート結果からも、本市にはいわゆ

る性的マイノリティとされる方々への差別的扱いや人権侵害、

暴力の禁止等に対処すべき立法事実があると市長は受け止め

ておられるか 

これまで私は、歴代の市長・教育長・部課長らにいわゆる性

的マイノリティとされる当事者の方々と実際に会っていただ

き、その生きづらさを生の声でお聞きいただくとともに、代弁

者として議会質疑を約 10 年にわたって行うことで、人口の約

６％と推定される当事者の方々が社会で日々直面している生

きづらさや困難等を行政に伝えてきた。 

また、他の市民の皆様がこの問題をいかに受けとめているか

に関する本市の客観的なデータがないために、市民への調査を

提案し、本市は 2016 年度の「男女共同参画に関する市民アン

ケート調査」において、市民・市職員・高校生らに、いわゆる
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性的マイノリティに関する意識調査を実施した。 

その結果、「性的マイノリティの方々にとって偏見や差別な

どにより生活しづらい社会だと思うか」との設問に対して、「思

う」「どちらかと言えばそう思う」との回答は、市民 77.5％、

市職員 85.6％にも上った。性的な多様性が保障されておらず、

偏見・差別があり、当事者が生活しづらい現状を市民の多くの

方々も認識しておられる現状がデータでも明らかになった。 

当事者の生の声に加え、市民も市職員も、いわゆる性的マイ

ノリティとされる方々が明らかに困難な状況のもとに置かれ

ていると認識している以上、いわゆる性的マイノリティとされ

る方々のさまざまな困難を政治・行政が解決すべき立法事実の

存在が明確になったと私は改めて認識した。 

市長は、対応が必要な立法事実が存在すると認識しておられ

るか。 

(2) 本市の基本構想・基本計画・条例・計画へ性的な多様性の存在

と諸課題への対応を明記する必要性について 

ア 市長が所信表明で明言した「基本構想」「基本計画」の見直し

作業において、性的指向・性自認にかかわらず多様性を認め合

い、自分らしく暮らせる共生の地域社会の実現を目指すことを

新たに記すよう、検討を指示していただけないか 

地方行政の取り組みにおいて最上位に位置づけられている

のが「基本構想」だが、本市の「基本構想」は 1997 年度から

2025 年度までを対象期間とし、高齢者や障がいのある方々との

「共生」はうたわれているが性的な多様性については一切触れ

られておらず、「多様性」の単語も一度だけ出てくるが、2017 年

現在の文脈で語られる「多様性」とは違う意味で使われている。 

「基本構想」に基づき作成される「基本計画」は、行政各分

野の個別計画・方針を束ねる最重要計画だが、本市の「基本計

画」は 2011 年度から 2021 年度までを対象期間としたもので、

旧来の男女二元論に基づいた「性別」に関する記述はあるが、

性的指向・性自認や性的な多様性の保障に関する記述が一切な

い。 
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行政の最上位の「基本構想」「基本計画」におけるこうした本

市の不作為が、実際には多数存在しているいわゆる性的マイノ

リティとされる方々を公的にいないことにしており、差別や偏

見を初めとする日々の生きづらさの固定化につながっている。 

かねてから性的な多様性と共生の地域社会の実現を明記す

る必要性を感じてきたが、新たに上地市長が就任し、任期中に

「基本計画」の見直し作業に着手すること、その際は「基本構

想」もあわせて見直し作業を行うことを所信表明で述べてくだ

さった。 

そこで、この「基本構想」と「基本計画」の見直し作業にお

いては、性的指向・性自認にかかわらず多様性を認め合い、誰

もが自分らしく暮らせる共生の地域社会の実現を目指すこと

も新たに記すよう検討を指示していただきたいが、市長はどう

お考えか。 

イ 旧来の男女二元論によって策定されている本市の「男女共同

参画推進条例」を、５年以内の見直し規定に基づいて見直しを

行い、性的な多様性の明記をはじめ、いわゆる性的マイノリテ

ィとされる方々への差別や偏見、人権侵害や暴力の禁止等を明

文化する方向での改正を検討すべきではないか 

当事者の声に加えて、市民アンケートからも立法事実が存在

することを指摘したが、アンケートではその解決策として「法

律等に性的マイノリティの方々への偏見や差別解消の取り組

みを明記する」との回答が最も多かった。 

一方で、本市の「男女共同参画推進条例」（以下、現行条例）

は旧来の男女二元論に終始しており、性的な多様性の存在その

ものが一切記述されていない。アンケートで明らかになった市

民の思いにも応えていない、時代おくれの内容となっている。

つまり、現行条例には明らかに不備があり、人権尊重のための

条例が逆に社会的排除の現状を固定化することにつながって

いると言わざるをえない。 

そこで私は 2013 年第４回定例会、2015 年第４回定例会で前

市長に対して２度にわたり、いわゆる性的マイノリティとされ

る方々の存在をないものとして排除している現行条例の改正
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を提案してきたが、前市長は、現行条例で性的マイノリティと

される方々の存在も読み取れる、改正は必要ない、との答弁を

繰り返してきた。 

しかし、すでに全国では「小金井市男女平等基本条例」「多摩

市女と男の平等参画を推進する条例」「文京区男女平等参画推

進条例」等を初め、多くの自治体が条例中に性的指向・性自認

等について明記し、人権への配慮、差別の禁止、ＤＶやセクシ

ュアルハラスメント、暴力行為の禁止等を明文化している。 

現行条例では５年以内の見直しを明記しているが、すでに最

新の改正（2013 年４月施行）から５年がたつ今、必ずこの視点

を入れて改正作業を始めるべきだが、市長はどのようにお考え

か。 

ウ 現在策定作業中の「第５次男女共同参画プラン」も旧来の男

女二元論に終始しており、いわゆる性的マイノリティとされる

方々の存在や課題が軽視されているが、他都市のように計画中

に明確に性的な多様性の存在と共生の実現を基本理念等に記

述し、課題解決に向けて数値目標を設定しさまざまな施策を体

系的に取り組むプランとすべきではないか 

前市長のもとで策定がスタートした「第５次男女共同参画プ

ラン」の概要が８月開催の男女共同参画審議会で示されたが、

いわゆる性的マイノリティとされる方々に関する記述は単に

新規事業として「多様な性に対する理解の促進」が加えられた

だけで、基本理念や施策方針にも含まれず数値目標も設定され

ていない。 

本来プラン策定の目的は、性に起因する差別や偏見をなくし

ていくことにある。さまざまな性的指向・性自認を持つ方々は

まさに典型的な男女のありようにあてはまらないという理由

で差別を受け続けてきた方々であり、プランがその存在を無視

するのは本来の目的に反している。このままプランが完成すれ

ば、いわゆる性的マイノリティとされる方々の存在や諸課題が

公的に矮小化され、さまざまな不利益を受けている現状を固定

化することにつながってしまう。 

一方、他都市では計画に性的な多様性の存在の明記とともに、
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総合的な課題解決に向けた体系的な取り組みを明記している。 

したがって審議会の作業中とはいえ、大幅に事務局原案を変

更し、本市のプランにおいても、そもそも基本理念や取り組み

の方向性に性的な多様性の存在と共生の実現を目指すことを

明記した上で、総合的な課題解決の取り組みを体系的に位置づ

けるべきだと考えるが、市長はどのようにお考えか。 

また、プラン策定にはいわゆる性的マイノリティとされる当

事者の方々の参加が不可欠だが、現在の審議会は当事者不在で

あることを市長はどうお考えか、この点についてもお答えいた

だきたい。 

エ 2013 年に策定された「性的マイノリティに関する施策」「性

的マイノリティに関する施策体系」だが、位置づけが不明確な

現状を改善する必要性とともに、より総合的な課題解決に向け

て内容を充実させる必要性について 

性的な多様性を保障するために本市では既にさまざまな取

り組みを進めており、市立病院での同性カップルを含んだ手術

同意指針等、他都市から問い合わせがくる先進的な取り組みも

ある。 

しかし、残念ながら障がい・子ども・高齢の分野のように行

政計画を策定し、総合的な取り組みを計画的に実施してきたわ

けではなく、課題に出会うたびに私やＮＰＯが提案して、熱意

ある市職員とともに、一つずつ手探りで実現してきたのが実情

だ。 

本市が発表している唯一の公的文書である、2013 年に策定さ

れたＡ４用紙２枚の「性的マイノリティに関する施策」「性的

マイノリティに関する施策体系」があるが、この位置づけは策

定時から不明確で、対象期間も数値目標もなく、ＰＤＣＡサイ

クルで検証もできない。その取り組み内容も、2017 年現在、求

められている内容には全く足りていない。 

そもそも、この「性的マイノリティに関する施策」とはどう

いう位置づけの書類なのか、まず、お答えいただきたい。 

そして、内容的にも不備が多く改定が必要だが、この際「性
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的マイノリティに関する施策」を発展させて、明確に行政計画

に格上げすべきではないか。 

また、行政計画に位置づけるか否かにかかわらず、対象期間

の設定、数値目標の設定、総合的な課題解決に向けた取り組み

の充実、進捗管理などを明記する必要があり、内容を全面的に

改定する必要があるのではないか。市長はどのようにお考えか。 

(3) 同性カップル等の存在を公的に認め、その権利を守る取り組

みの必要性について 

ア 同性カップル等のパートナーシップ宣誓書を受領し、受領書

を発行することで、同性カップル等のパートナーシップを本市

が公的に認める取り組みを始めるべきではないか。特に、要綱

制定による「世田谷方式」を採用し、早急に実現すべきではな

いか 

多くの国民が同性パートナーシップを同性婚と誤解してい

るが、全く異なる。同性婚は法的に結婚を認め、さまざまな権

利と義務が付与されるもので国において議論すべきだが、全国

の自治体が取り組みを始めている同性カップル等のパートナ

ーシップには法的な効果は何もない。あくまでも自治体が公的

に認めただけのものだ。 

2015 年 11 月に世田谷区で始まり、三重県伊賀市、兵庫県宝

塚市、沖縄県那覇市、北海道札幌市では、自治体が同性カップ

ル等の、いわゆる性的マイノリティとされる方々のカップルが

パートナーであることを公的に示す書類の交付を開始した。渋

谷区のみが条例制定をしたが、証明書発行費用が高額に上るこ

となどハードルが高く、要綱で証明書発行を可能にした世田谷

方式が主流である。 

事前連絡の上で役所に必要書類を提出し、申請書に署名をし

て、パートナーであることを宣誓し、役所は受領証を発行する。

当事者は 20 歳以上、他に配偶者やパートナーがいてはならな

い等の条件がある。私が同性カップル「等」とするのは、一方

がトランスジェンダー当事者で戸籍の変更を行っていない場

合は同性カップルではないためにパートナー宣誓から排除さ

れてしまうからだ。こうした事例をなくすべく、札幌市ではこ
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の方式を採用している。 

前記６自治体に共通しているのは、人権を尊重し、多様性を

認め合い、いわゆる性的マイノリティとされる方々も暮らしや

すい、誰もが自分らしく暮らせる社会にしたいという理念であ

る。具体的な法的効果はないが、同性カップル等が日本にも存

在するということを可視化するための取り組みとして、当事者

に結婚式での誓約や婚姻の届け出に近いものを提供し、自治体

が証明書を発行することによりもたらされる象徴的な効果を

重視してきた。つまり、社会通念や慣行に働きかけ、人々の意

識を変えてもらうことが主たる目的なのである。 

しかし、婚姻制度のような法的利益を認めるものではないに

もかかわらず、こうした公的承認をきっかけとして民間の不動

産会社と金融機関が同性カップルの住宅ローンを認める、生命

保険会社や携帯電話会社も家族と同様に扱う、といった自発的

な動きも広がっており、証明書発行による波及効果も期待でき

る。 

そもそも 2014 年９月の世田谷区議会で上川あや議員が同性

パートナーシップの公的承認を提案した際、行政側に示した参

考資料には、2013 年第１回定例会の質疑で私が行った提案が記

されていた。その後の世田谷区の躍進は全国に知られている通

りだが、かたや本市は無理解な前市長の提案拒否により多様性

を認める共生の地域社会を進めるまちとして全国に知られる

好機も逃し、本市の同性カップル等の願いは今も置き去りにさ

れたままだ。 

しかし、多様性を前提とした共生社会の実現を目指す「誰も

一人にさせないまち」を最終目標とする上地市長が誕生した。

今こそ本市も同性カップル等のパートナーシップ宣誓書を受

領し、受領書を発行する公的承認の取り組みを実施していくべ

きではないか。 

また、その実施方法の検討に当たっては要綱制定による世田

谷方式による迅速な実行を強く推奨するが、いかがか。 

イ 本市児童相談所は同性カップルを里親認定のプロセスから

排除するのをやめて、他の里親希望者同様の扱いをすべきでは
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ないか 

2017 年４月５日の毎日新聞において、大阪市が男性カップル

を里親認定し全国で初めて子どもを委託したことが大きく報

道された。その後、全国の児童相談所設置 69 自治体に対して

里親認定の基準を問う調査報道がなされたが、本市は「同性で

あることを児童相談所がどう評価するか分からない」と明確な

回答をしなかった。現状ゼロである以上、実質的に排除してい

ると指摘せざるを得ない。同性カップルに育てられた子どもに

何の問題もない海外の事例から見ても、本市の回答は明らかに

おかしい。 

児童福祉法上の里親制度では、里親の登録条件は各自治体に

よって異なっているが、本市は現在、性的指向・性自認を理由

とした除外基準こそ設けていないものの、施設で暮らす子ども

の数に比べて圧倒的に少ない里親の貴重ななり手を現実的に

排除している実態があるならば、改善すべきだ。 

性的指向・性自認にかかわらず、他の里親希望者と同様の里

親認定のプロセスを受けられるように、基準に基づいて申請を

受理し、児童相談所が研修を実施し、的確か否かを審査会で審

査し、的確であれば市長が認定し、子どもの委託を可能にすべ

きではないか。 

ウ 不動産業者に協力していただき、同性カップル等に賃貸や売

却を積極的に行う店舗には本市からレインボーフラッグやシ

ール等をお渡しし、店舗に掲出していただくよう依頼していた

だけないか 

いわゆる性的マイノリティとされる方々の住宅物件探しに

対して、本市では民間の不動産業者が大変協力的で、これまで

本市は商工会議所不動産部会へ情報提供をしたり、事業者は本

市主催の講演会に参加してくださっている。 

一方で、いわゆる性的マイノリティとされる当事者の方々に

とって、物件を探すのは心理的なハードルが高いままの状態が

続いており、市内の不動産業者の協力的な姿勢もいまだ知られ

ていない。 

そこで、当事者の皆様に心理的ハードルを下げていただく手
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段として、既に協力的な姿勢をもって同性カップル等に賃貸や

売却を行っていただいている不動産業者に対して、本市からレ

インボーフラッグやシール等を提供して、店頭に掲出するよう

依頼していただけないか。 

 

２ 昨年末に市職員を対象として試行したフードドライブを本格的

に実施し、外部にも周知する必要性について 

(1) 昨年末、福祉部自立支援担当が中心となって、市職員から食

料の提供を募るフードドライブを試行した。その結果、非常に

多くの食料が集まり、福祉部、こども育成部等において年末を

乗り越えることが難しい困窮世帯の方々に対して食料の提供が

なされた。 

この試行の成功を受けて、今年も年末に向けてフードドライ

ブを実施すべきと考えるが、市長はどのようにお考えか。 

(2) 昨年はフードドライブの実施を公表せずに、あくまでも市役

所内部での試行にとどめたが、外部に広報をしていたならば食

料を必要とするより多くの方々がその提供を求めていたはずだ。 

相談のために窓口を訪れた方に内々で食料を提供するのでは

なく、フードドライブの実施を広報し、年末年始に困窮しかね

ない方々の求めに応じて食料の提供を行うべきではないか。 


